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*1 19 歳から 64 歳までの健康成人には、優先接種者の「基礎疾患を有する方」以外の病気を持つ方も含まれます。 

*2 1 歳未満のお子さんは、それ以外の年代に比べ、ワクチンによる免疫がつきにくいと言われておりますが、

リスクと効果を考慮した上で、接種してもさしつかえないものとされております。 

 
 

 
 
◎ 19 歳から 64 歳までの方（1 回接種）： ３，６００円 

◎  1 歳未満のお子さん（2 回接種）：  無 料（町内の医療機関） 
 
＊1 歳未満のお子さんについては、町外の医療機関で接種する場合、一度料金を支払った後、払い戻し

手続きを行なっていただきます。詳細は裏面をご参照ください。 

《接種費用》 1 回目：3,600 円 2 回目：2,550 円 計 6,150 円 

＊町民税非課税世帯（生活保護世帯を含む）の方については、公費負担申請によって接種料金が無料と

なります。手続きについては、裏面をご参照ください。 
 
 《優先接種者について》 

  今までどおり、優先接種者の方も、引き続き予防接種を行なうことができます。 
 

対象者 接種回数 接種料金 備考 
妊 婦 

基礎疾患 
1 回 3,600 円 

1 歳～就学前 
小学校１～６年生 

2 回 無 料 

1 歳未満の保護者等 1 回 3,600 円 
中学生：満 13 歳未満 2 回 
中学生：満 13 歳以上 

無 料 

高校生 
高齢者（満 65 歳以上） 

 
1 回 

3,600 円 

＊町民税非課税世帯（生活保護世帯を含む）
の方については、公費負担申請によって接
種料金が無料となります。手続きについて
は、裏面をご参照ください。 

 
＊予防接種の予約等につきましては、裏面の

医療機関にお問い合わせください。 
 
 

 
裏面もご覧ください 

 現在も優先接種者を対象に、新型インフルエンザワクチンの接種が行われております
が、今回から『１９歳から６４歳までの健康成人』*1と『1歳未満児』*2の方までのワクチ
ンの予約及び接種日程が決定しましたのでお知らせいたします。 
 新型インフルエンザの流行は、終息期を迎えていると報道されていますが、強い感染力が
ありますので、感染予防のために手洗いやうがいなど、規則正しい生活を心がけましょう。 
 

＜新型インフルエンザ情報 №９ ＜平成２２年１月２９日現在＞ 

 

第５弾 

北海道で示す接種スケジュール 

接 種 費 用 

『19 歳から 64 歳まで』 

『1 歳未満児』 

優先接種者（回数及び費用等の詳細は、下記をご参照ください。） 



② 
 
 ◎今回の接種対象者は、「19 歳から 64 歳までの健康成人」及び「1 歳未満児」

の方です。 
 

  斜里町国保病院 
ＴＥＬ ２３－２１０２ 

水柿内科医院 
ＴＥＬ ２３－５２７５ 

道立ウトロ診療所 
ＴＥＬ ２４－２０５２ 

予 

約 

要 予 約 

1 月２９日（金）から 

（平日）9:00～17:00 

 

予 約 不 要 

  

要 予 約 

1 月２９日（金）から 

（平日）9:00～17:00 

接
種
日
程 

 
 19 歳から 64 歳までの方  
平成 1 月 29 日（金）～ ２月５日（金） 
 
※受付 14:00～14:30 

※接種 14:30～ 

 

 1 歳未満のお子さん  

※毎週 月・木曜日 

※接種 15:30～ 
 

 
 19 歳から 64 歳までの方  

平成 22 年 1 月 29 日（金）から 

※受付および接種時間 

9:00～17:00（平日） 

9:00～11:30（土曜） 

ワクチンが無くなり次第 
終了します。 
 

※１歳未満のお子さんの接種
は受け付けていませんので、
ご了承ください。 

 
 19 歳から 64 歳までの方   

平成 22 年 1 月 29 日（金）から 

※受付および接種時間 

1３:３0～1５:30（平日） 

 

ワクチンが無くなり次第 

終了します。 
 
※１歳未満のお子さんの接種は

受け付けていませんので、ご
了承ください。 

＊今までの優先接種者の方も、引き続き予防接種を受け付けておりますので、ご相談ください。 

*基礎疾患を有する方は、原則来院により予約してください。 
連
絡
事
項 

 
（接種日）婦人科外来時間帯 

２月 ３日（水）  ４日（木） 
２月２４日（水）２５日（木） 

 ＊午後の診療時間帯は、予防接種患

者を優先しますので、一般の診療

の方は、その旨ご了承願います。 

 

 

 

 
＊公費負担の対象者：町民税非課税世帯（生活保護世帯含む）及び０歳～中学生の方 
 

＜公費負担手続きの方法＞ 
 

町内の医療機関で接種する場合 
１．医療機関に予約（水柿医院の場合は不要） 
２．町民税非課税世帯（生活保護世帯含む）の方：接種前に必ず「ぽると」保健推進係で公費負担申請をする。 

０歳～中学生の方：病院で保険証、学生証を提示することで、無料で接種できます。 
3．公費負担該当者には『受診券』を発行しますので、必ず受診券を医療機関に提示し接種を受ける。 
※  申請時は印鑑、保険証、生活保護世帯は「保護決定（変更）通知書」が必要です。 
※ ウトロ支所でも申請できますが、該当者への受診券の交付は後日郵送になります。 

町外の医療機関で接種する場合 

１．接種する医療機関に予約を入れて接種をします。 
２．「町民税非課税世帯（生活保護世帯を含む）の方」及び「０歳～中学生」は、接種後、領収書と接種済証、 

口座番号のわかるもの、印鑑を持参し、ぽると 保健推進係で公費負担申請をする。 
※ ウトロ支所でも申請を受付します。 
 

 

問い合わせ「斜里町新型インフルエンザ対策本部」 

斜里町総合保健福祉センターぽると２１ 保健課保健推進係（22-2500）斜里町青葉町 40 番地２ 

接種対象者の公費負担の手続きについて 

                  

                     

町内医療機関での新型インフルエンザワクチン接種予定 


